
  

 

 

 

 

◆確定申告・納付期限が延長されています 

 確定申告、納付について、現在延長されています。 
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小規模事業者が経営計画を作成し、計画に沿った販路開拓

にかかる経費の一部を補助します。 

 

【一般型】※第 1 回、第 2 回、第 3 回、第 4 回は終了 

原則補助上限 ５０万円（補助率２/３） 

第５回受付締切：２０２１年 ６月 4 日（金）［消印有効］ 

 

【低感染リスク型ビジネス枠】 

小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、社会経済

の変化を踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセス

導入等の取り組みを支援。 

その取組みに対する感染防止策に係る経費の一部を補助。 

補 助 額 １００万円（補助率３/４） 

公募予定 ３月中旬予定 

 

◆中小企業等事業再構築促進事業 ※予定 

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、

以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！ 

【補助対象要件】 

１．申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と比較し

て 10％以上減少している中小企業等。 

２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となり事業再構築に取組む中小企業等。 

  補助金額が 3000 万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。 

３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均 3.0%(一部 5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付加価

値額の年率平均 3.0%(一部 5.0％)以上増加の達成。 

【補助金額・補助率】 

中小企業（通常枠） 補助金額  １００万円～６０００万円    補助率 ２/３ 

中小企業（卒業枠） 補助金額  ６０００万円超～１億円      補助率 ２/３ 

中堅企業（通常枠） 補助金額  １００万円～８０００万円    補助率 １/２（４０００万超は１/３） 

中堅企業（グローバルＶ字回復枠）                 

 補助金額  ８０００万円超～１億円     補助率 １/２ 

【緊急事態宣言特別枠】 

上記１～３の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を

受けたことにより、令和３年１～３月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で 30%以上減少し

ていること。 

補助額 従業員数５人以下  補助金額 １００万円～５００万円  補助率 中小企業３/４ 

従業員数６～２０人  補助金額 １００万円～１０００万円     中堅企業２/３ 

従業員数２１人以上 補助金額 １００万円～１５００万円 

※今後、事業内容が変更される場合があります。公募要領をご確認ください。 

◆小規模事業者持続化補助金について 

※持続化給付金など、各種給付金や助成金は、課税対象 

のため、所得税確定申告時に申告が必要です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県が行った 2 月 8 日からの営業時間短縮の 

要請に応じた事業者の皆様に対し､｢新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を市町と協調して支給します。

支給要件等は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」申請要項を確認ください。 

【対象者・支給金額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請受付期間】 第 2期の時短要請分の申請受付は令和３年４月 1日〜令和 3年 4月 30日を予定しています。 

 
◆緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要 

 

  

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第 2期)の申請について 

◆令和 3年 4月 1日より、税込み価格表示が必要になります！ 

  事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。 

  店頭の値札、棚札、チラシ、カタログ、広告等 

どのような表示媒体でも対象となります。 

※総額表示について、詳しくお知りになりたい 

方は、財務省 HP をご覧ください。 

 

【URL】 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm 

◆兵庫支部の健康保険料率と 

介護保険料率が変更 

令和 3 年 3 月分(4 月納付分)から変わります。 

 

 

 

 

 

・健康保険料料率：給与・賞与の 10．24％ 

・介護保険料率：給与・賞与の 1．80％ 

※申請方法は電子申請のみです。 

※一時支援金の給付申請を行う前に、

中小企業庁が事務局を通じて登録

した登録確認機関から、下記に該当

することの確認を受ける必要があ

ります。 

 (１)事業を実施していること 

 (２)給付対象その他の給付要件を

正しく理解していること 

 

詳細については一時支援金 HP を 

ご確認ください。 

▶HP (ichijishienkin.go.jp) 

 

お問い合わせ先 全国健康保険協会 兵庫支部 

【URL】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

https://ichijishienkin.go.jp/

